
全国一斉 
欠陥住宅１１０番 

建築士と弁護士がペアで相談をお受けします 

日時 平成２９年６月２４日（土） 

    午前１０時～午後４時 

電話 ０５７０-０８４-１１０ 

主催 欠陥住宅被害全国連絡協議会 
 
新築したばかりなのに雨漏りする・・・ 
高額なリフォームの契約をしてしまった・・・ 
その他，住まいのトラブルや予防に関する
ご相談をお受けいたします 
（お１人様３０分程度） 
 
７月１日には面談による相談会もありますので、こちらも
ご利用ください。※要予約＜欠陥住宅東海ネット事務局
（織田法律事務所）TEL：052-973-2531＞ 

住まい
に関す
る悩み， 
お気軽
にご相
談下さ
い！ 

写真：施工不良による雨漏りで構造材が腐ってしまった事例 


